
教育委員会との協議の流れ

3-1　埋蔵文化財等の所在状況の照会

開発地区内に遺跡があるかどうかを教育委員会に
問合わせます。(第１号様式)

遺跡がある

可能性がある

遺跡がない

文化財に関する協議
は必要ありません。

3-3　協定書の作成

協議で同意した内容について、
協定書を作成します。調査が小
規模な場合は省略することがあ
ります。

3-2　文化財保護法に基づく書類手続き

教育委員会が提供する書式にしたがって
書類を作成します。(第６号様式-２)
兵庫県教育委員会の指示に従ってください。

3-4　調査の実施

分布調査、試掘調査、
確認調査、本発掘調査
などを行います。

工事着手

土地の掘削深度が遺跡に影響を与えるかどうか

与える 与えない

立会調査

慎重工事

土地掘削時に教育委員会職員が立
会いますので、事前に連絡くださ
い。

工事中に文化財が発見された場合、
ご連絡ください。

協　議

万が一文化財が
発見された場合
はご連絡くださ
い。
(第７号様式－２)


